
担当課室 競技スポーツ課

予算額(補正後）

上位政策

競技スポーツ課長
芦立　訓

12 11

9 5

我が国の国際競技力の向上

関係する計
画、通知等

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大
会優秀者顕彰規程第２条、スポーツ功労者顕彰
規程第２条

―

会計区分

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

競技スポーツ指導者等の顕彰

スポーツ・青少年局

一般会計

担当部局庁

執行額 4

事業の実施段階において、適切な執行がなされているか確認を行っている。

総事業費(執行ベース) 4

平成２１年６月に「スポーツ功労者顕彰・国際競技大会優秀者等表彰式」（顕彰対象者２６名、表彰対象者７４名）、平成
２１年１１月に「スポーツ功労者顕彰式」（顕彰対象者３６名）を実施した。

実施状況

予算の状況
（単位:百万円）

102 12

19年度 20年度 21年度

9 5

22年度 23年度要求

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

見直しの
余地

１．事業評価の観点 ：   この事業は、オリンピック等国際競技大会において優秀な成果を挙げた者等に対する表彰制度を設け、
競技スポーツの振興に資することを目的とした長期継続事業であり、予算執行の観点からも検証を行っている。

２．所　　　　　見 ： ①予算の不用が生じていることから、自己点検欄にあるとおり、事業計画を十分精査しつつ、予算を縮減すべ
きある。

予
算
監
視
・
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化
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ー

ム
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所
見

平成２１年度については、他事業から、２百万円を流用しているので執行率が１００％を超えている。

【オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程】
第２条　国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。
  一　オリンピック競技大会において第１位から第３位までに入賞した者
  二　パラリンピック競技大会において第１位から第３位までに入賞した者

【スポーツ功労者顕彰規程】
第２条文部科学大臣は、次の各号の一に該当する者をスポーツ功労者として顕彰する。
　１　世界的規模のスポーツの競技会等において優れた成果を挙げた次に掲げる者
　　イ　世界的規模のスポーツの競技会(オリンピック競技大会を除く。)において優勝した者
　　ロ　スポーツの競技会において世界記録を更新した者
　　ハ　その他イ及びロに掲げる者と同等の業績があったと認められる者
　２　前号に掲げる者以外で、選手として我が国のプロスポーツ史上特に優れた成果を挙げた者
（以下略）

事業計画を十分に精査し、より少ない予算で同等の事業が実施できるよう見直す必要がある。

事業番号 0361

　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(文部科学省)

予算事業名 作成責任者
事業開始

年度
昭和４３年度

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

オリンピック等国際競技大会において優秀な成果を挙げた者等に対する表彰制度を設け、競技スポーツの振興に資す
る。

執行率 200.0% 75.0% 41.7%

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

オリンピック等国際競技大会において優秀な成果を挙げるなど、我が国のスポーツの振興に貢献した者等に対し、文部
科学大臣が表彰を行う。



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

文部科学省　５百万円
庁費　　5百万円
その他　1百万円
※表示単位未満四捨五入の関係で、
　積み上げと合計は一致しない。

オリンピック等国際競技大会
において優秀な成果を挙げる
など、我が国のスポーツの振
興に貢献した者等に対し、文
部科学大臣が表彰を行う。

Ａ．株式会社天賞堂　１百万円

スポーツ功労者顕彰（２００９ワー
ルド・ベースボール・クラシック）に
係る記念品（銀杯）の作成。

【随意契約・物品購
入】



0計 0 計

使　途
金 額

(百万円）
費　目 使　途

金 額
(百万円）

費　目

0

D. H.

計 0 計

C. G.

費　目 使　途
金 額

(百万円）
費　目 使　途

金 額
(百万円）

0

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

計 0 計

B. F.

費　目 使　途
金 額

(百万円）
費　目 使　途

金 額
(百万円）

0計 1 計

庁費 記念品（銀杯）作成 1

使　途
金 額

(百万円）
費　目 使　途

金 額
(百万円）

費　目

A.株式会社天賞堂 E.
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